
参考図

浪速区

凡 例

説 明

区域変更及び供用開始する部分

供用開始する部分

区 界
町 丁 界

難波境川線（１）（９）間 [（２）（３）（４）（５）（７）及び（２）（５）（７）
を経る。] のうち
（６）（８）部分を区域変更及び供用開始し、
（４）（５）間及び（６）（７）間を供用開始する。
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